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図 面 作 成 例

神戸市建設局下水道部

下水道設計標準図(抜粋)

排水施設(雨水・汚水)計画図面作成例及び留意事項



図面番号

1

2

3

   排水施設(雨水・汚水)　計画平面図　作成例及び留意事項(1)　（道路が神戸市に帰属しない場合）

4

5    取付管標準断面図

6    管布設工及びサービス管標準図

7

8

9

図　面　名　称

   組立マンホール設置工標準図

   小型汚水ます設置及び取付管布設工標準図

   取付管撤去、閉塞工標準図

   マンホール接続工標準図

   排水施設(雨水・汚水)　計画縦断図　作成例及び留意事項(1)　（　　　　　　〃　 　　　　　）

   割込マンホール設置工標準図

10

11

   排水施設(雨水・汚水)　計画平面図　作成例及び留意事項(2)　（道路が神戸市に帰属する場合）

   排水施設(雨水・汚水)　計画縦断図　作成例及び留意事項(2)　（　　　　　　〃　 　　　　　）



N
O
.
2

N
O
.1

NO.0

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

L=4.30m
K1φ150

L=4.30m
K1φ150

L=4.30m
K1φ150

K1φ150
L=2.70m

K1φ150
L=2.70m

蓋市章なし

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

耐スリップ

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

L=1.00m
VPφ150

既
設

取
付

管
・

ま
す

撤
去②

 
K
1
φ

2
0
0
 
L
=
3
7
.
7
0
m
 
i
=
1
0
.
0
‰

①
 
K
1
φ

2
0
0

L
=
4
.
0
0
m
 
i
=
1
0
.
0
‰

K
1
φ

2
0
0
 
L
=
4
0
.
3
0
m
 
i
=
6
.
7
‰

K
1
φ

2
0
0
 
L
=
2
5
.
5
0
m
 
i
=
5
.
4
‰

K1φ200 L=29.90m i=5.4‰公　道
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管
　

　
・
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す

撤
去

K1φ200 L=11.90m i=5.0‰

平　面　図 S=1:500

種　　別 規格・寸法

箇所

箇所

K1φ150mm

【公共下水道】汚水排水施設 凡例

記 号 単位

1号マンホール(接合B,C)汚水マンホール

汚水取付管

既設汚水本管

汚水接続ます 小型塩ビますφ150mm

既設汚水マンホール

ｍ

箇所

K1φ200mm i=10‰

種　　別 規格・寸法記 号 単位

開発区域

関連区域

［道路が神戸市に帰属しない場合］

K1φ200mm汚水取付管

汚水接続ます 1号マンホール(接合A) 箇所

【私道排水設備】汚水排水設備 凡例

雨水取付管

箇所

雨水排水設備 凡例

塩ビ製φ300mm

φ150mm i=15‰

雨水ます

種　　別 規格・寸法 数量記 号 単位

泥だめ15cm

摘　要

箇所

1号マンホール汚水マンホール

汚水本管

K1φ150mm汚水取付管

汚水接続ます 小型塩ビますφ150mm

割込ﾏﾝﾎｰﾙ ※ 1

道
路

が
神

戸
市

に
帰

属
し

な
い

場
合

(
承

認
道

路
)

・神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例

 第12条の協議が必要です。

・都市計画法第32条の協議は不要です。

・下水道法第16条の施工承認の手続きが必要です。※ 1

・排水設備計画確認申請の手続きが必要です。※ 2

排水施設(雨水・汚水) 計画平面図作成例及び留意事項(1)

市章なし　※ 2

数量 摘　要

数量 摘　要

　　　　　※ 1

　　　　　※ 1

　　　　　※ 1

　　　　　※ 1

　　　　　※ 2

市章なし　※ 2

　　　　　※ 2

※ 雨水排水設備も審査対象です。工事写真の提出が必要です。
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図面番号 １
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11 箇所

6 箇所

汚水取付管

汚水接続ます

撤去

撤去

HPφ150mm

Coφ350mm

2

2

箇所

箇所

VP管

　　　　　※ 1

　　　　　※ 1
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公共下水道 私道排水設備

［道路が神戸市に帰属しない場合］

マンホール蓋の種類・規格を記載

排水設備には「市章なし」を記載

・神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例

 第12条の協議が必要です。

・都市計画法第32条協議は不要です。

・下水道法第16条の施工承認の手続きが必要です。

・排水設備計画確認申請の手続きが必要です。

※ NO,0が既設マンホール接続の場合は、コア削孔を行い、

　 砂付短管を使用し管口防護コンクリートにより接続すること。

　　図面番号9参照

車道幅員 5.5m 以上の

場合は、T-25を使用

※ 図面番号7参照

［縦断図作図上の注意事項］

・水準高さは、下水道台帳と整合させること。

・マンホール内インバート部の標準落差は原則 2cmとする。

・異径管の接続は原則管頂接合とする。

・2本の管渠が合流する場合は、汚水の流下が円滑になるように計

 画汚水量が少量の流入管渠をインバート高(流出管径の2分の1)程

 度浅く接続することを原則とする。

・接続先の下水道施設の高さの測量を行い、開発事業協議依頼書の

 提出を行うこと。

 ※下水道台帳は利用許諾に記載のとおり参考図です。

・排水設備については、「排水設備の指針と解説」を参照すること。

図面番号 ２
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K1φ200 L=29.90m i=5.4‰

K1φ200 L=11.90m i=5.0‰

神戸市帰属道路

公　道

布設替え

種　　別 規格・寸法 数量 摘　要

ｍ

箇所

箇所

K1φ150mm

【公共下水道】汚水排水施設凡例

記 号 単位

K1φ200mm

汚水マンホール

汚水取付管

既設汚水本管

汚水接続ます 小型塩ビますφ150mm

既設汚水マンホール

雨水取付管

箇所

雨水排水設備 凡例

塩ビ製φ300mm

φ150mm i=15‰

雨水ます

種　　別 規格・寸法 数量記 号 単位

平　面　図 S=1:500

開発区域

関連区域

泥だめ15cm

摘　要

汚水本管

排水施設(雨水・汚水) 計画平面図作成例及び留意事項(2) ［道路が神戸市に帰属する場合］

・都市計画法第32条の協議が必要です。

・神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例

 第12条の協議が必要です。

※ 雨水排水設備も審査対象です。工事写真の提出が必要です。

箇所1号マンホール(接合B,C)汚水マンホール 割込ﾏﾝﾎｰﾙ1

41.70

1号マンホール(接合A) 1

10

10

汚水取付管

汚水接続ます

HPφ150mm

Coφ350mm

箇所10

箇所3

箇所3

VP管箇所10

撤去

撤去

図面番号 ３
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排水施設(雨水・汚水) 計画縦断図作成例及び留意事項(2) ［道路が神戸市に帰属する場合］

・神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例

 第12条の協議が必要です。

・都市計画法第32条の協議が必要です。

［縦断図作図上の注意事項］

・水準高さは、下水道台帳と整合させること。

・管渠勾配は原則 5.0‰以上とすること。

・マンホール内インバート部の標準落差は原則 2cmとする。

・異径管の接続は原則管頂接合とする。

・2本の管渠が合流する場合は、汚水の流下が円滑になるように計

 画汚水量が少量の流入管渠をインバート高(流出管径の2分の1)程

 度浅く接続することを原則とする。

・接続先の下水道施設の高さの測量を行い、開発事業協議依頼書の

 提出を行うこと。

 ※下水道台帳は利用許諾に記載のとおり参考図です。

※

車道幅員 5.5m 以上の

場合は、T-25を使用

車道幅員 5.5m 以上の

場合は、T-25を使用

※ NO,0が既設マンホール接続の場合は、コア削孔を行い、　　

砂付短管を使用し管口防護コンクリートにより接続すること。

 図面番号9参照

マンホール蓋の種類・規格を記載

※ 図面番号7参照

図面番号 ４



道路幅員

小型汚水ます

汚水本管

道路幅員

0.5ｍ以内0.5ｍ以内

0.5ｍ以内 0.5ｍ以内官
民
境
界

官
民
境
界

Ａ

Ａ―Ａ断面図

取付管標準断面図

雨水ます（市章なし）

宅地 宅地

雨水幹線

汚水管路施設 雨水管路施設

宅地 宅地

雨水幹線

官
民
境
界

官
民
境
界

Ａ

泥
だ

め

1
5c
m
以

上

コンクリート防護工

コンクリート防護工

　 マンホール接続を原則とする。
※ ポートアイランド等の人工島での取付管は、

分流式下水道
※ 東灘合流区域について

・東灘区の南部区域では合流式下水道の区域が

 あります。

 詳しくは、下水道台帳を確認して下さい。

・宅地の排水設備は、分流で計画して下さい。

※ 開発行為では、造成工事等により多量の土砂が開発区域外

   へ流出することが予想されるため、大きさ、深さ(15cm以上)

   とも十分な余裕がある泥だめが必要です。

注1) 雨水排水は道路側溝へ接続することを原則とする。

　2) 雨水幹線へ接続する場合は、下水道法第24条に基づき、

　　 物件設置申請が必要となる場合がある。

　3) 雨水幹線の削孔はコア削孔で行い、削孔完了後の写真を提出すること。

　4) 削孔位置はハンチとインバート部を避けること。

　 取付角度は60°以下を原則とする。
※ 雨水幹線への取付管の平面的な

設
置

深
さ

ゴム輪受口片受直管 φ150

汚水本管 φD90ﾟ支管 φD-150

ゴム輪受口曲管 φ150×θﾟ

神戸市型塩ビ製汚水ます

仮止めキャップ

再生砕石

VU150

　　　　　　（φ150用）
φ150桝用塩ビ製内ふた

小型汚水ます用保護鉄蓋

（φ100，φ150）

（Ⅱ型，Ⅲ型）

（θ＝15，30，45，60）

※ 圧力雨水幹線について

・圧力雨水幹線の場合は、道路や宅地の雨水

 排水を接続できません。

道路側溝 または雨水ます
道路側溝

道路側溝 または雨水ます
道路側溝

※ 汚水接続ますの詳細については、図面番号10を参照すること。

図面番号 ５



寸　法　表

パ　イ　プ 基　　礎

掘削巾　B

（基礎巾　B'）

Vカット
※3

V1

V2

3分勾配 1L T D C D

呼び径

単

位

Ｋ1

0.115

0.113

0.112

0.111

0.109

0.108

0.107

0.105

0.104

0.1030.010

0.015

0.021

0.036

0.055

0.079

0.107

0.138

0.172

0.211

0.400

0.450

0.450

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850718

668

619

569

516

466

415

364

339

313107

131

154

202

250

298

348

395

442

489

10.5

11.8

13.2

14.6

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

4000
100

9.2

7.8

6.5

5.1

4.1

3.1

管布設工及びサービス管標準図

mm mm mm mm mm m m／m m3 m／m3

4000×n

一対で使用の事　　※1

本

（くら型マンホ－ル継手工）

5分勾配

m／m3

0.554 0.657

0.496

0.441

0.388

0.336

0.518

0.586

0.390

0.453

0.290 0.333

0.164

0.195

0.209

0.278

0.145

0.172

0.183

0.244

1.200

1.150

1.100

1.050

1.050

1.050

1.050

0.900

0.900

0.900

m

0.272

0.651

0.596

0.543

0.490

0.463

0.434

0.400

0.307

0.290

m／m3

0.1180.30982859217.8600 1.300 0.7670.900 0.642 0.779

掘 削 巾 Ｂ

※3

（管基礎工）（サービス管）
（下水道設計標準図 P8）

砂基礎幅 (B)

厚　さ（d1,d2） ±30mm
１スパンに１カ所 ※出来形管理図表を作成する。

-50mm

品質管理基準　

管渠の 管渠に所定圧力を

試験頻度（基準） 規　格　値

気密性試験 加え、漏気の有無 全スパン

加圧20kpaに対し、許容減圧範囲は1.5kpa

（対象管径φ700以下）

項　 目 規　格　値 測　定　基　準 測　定　箇　所

出来形管理基準

項　 目 試 験 方 法

を確認

都市計画法第32条の協議が必要です。

※ 詳細な試
。

※ 1 ゴム輪受口両受け直管及びゴム輪受口片受け直管（調整用切管）は、マン

    ホールを挟んで一対で使用し、有効長１.０ｍ以上を標準とする。

※ 2 良質土については砂、真砂土（径２０ｍｍ以下）、又は水砕スラグ、再生

    砂（ＪＩＳ　Ａ５０１２）を標準とする。

    詳細は、「下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針」による。

※ 3 識別明示テープは管頂部と円周方向２.０ｍ間隔に巻く。

※ 4 破損防止帯は管の天端より３０ｃｍのところに設置することを標準とする。

※ 5 ゴム輪接合の場合は、グラインダー・やすり等を用いて規定の面取りを行う。

※ 原則、幹線管きょ(φ300mm以上)への接続は、マンホール接続(斜壁

ブロックへの接続は不可)です。

      近くにマンホールが無い場合は、サービス管を設置して下さい。

4000×n
本

※4

※2

基 礎 巾 Ｂ

図面番号 ６
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平　面　図

１号マンホール　(接合タイプA)

※ マンホールの最大適用管径および用途については、下水道設計標準図 P2 参照

（下水道設計標準図 P20）
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くら型マンホール継手
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深
Ｈ

アンカーボルト

インサートナット

マンホール蓋詳細図φ600

神戸市型ダクタイル鋳鉄製鉄蓋

（下水道設計標準図 P68）

ガス穴4ヶ所

（雨水のみ）

汚水・・・左右袋穴

組立マンホール設置工標準図

流出（下流側）

蝶番

※ 自治体により設置方向が
　 異なるのでご注意ください。

下流側から見て
正対する方向に設置

雨水・・・左右開放穴

蝶番位置

シール材設置

注 1) 足掛金物の設置場所は、マンホール下流側を原則とする。
 2) 人孔蓋の蝶番は流出管の180度の位置に設置すること。
 3) 直壁ブロックＨ＝２０ｃｍは、マンホール新設時には使用しないこと。
 4) マンホール蓋の設置については、最新版または協議成立時に指定された

 5) マンホール蓋の設置は、適切な高さの調整ブロックを１個以上設置し、

 6) 高流動性無収縮早強モルタルは、最小厚み2㎝以上確保すること。
 7) アンカー緊結・高流動性無収縮早強モルタル充填・高さ調整ブロック設置・蓋の種類が確認

 8) 蓋の耐荷重は、車道幅員5.5ｍ以上の道路、5.5ｍ未満でも一方通行で大型車両の通行があり

 9) 耐スリップマンホール蓋は、以下の条件に該当する場合に設置する。
　　　(1)T-25マンホール蓋に関する条件
　　　　・交差点及び交差点への流入部（交差点手前80ｍまでの範囲内）

　　　　・開発行為等により車道が新設されることで交差点が作られ、そこに

既設マンホールがある場合は蓋交換の対象となる。
　　　　・縦断勾配が6％以上の道路の下り車線

　　　　・その他、特に必要とされる箇所
　　　(2)T-14マンホール蓋に関する条件
　　　　・縦断勾配が6％以上の道路の下り車線
　　　　・その他、特に必要とされる箇所
 10) 本組立マンホール図面は１号マンホール（接合タイプA）のものであり、その他の人孔については

   「マンホール蓋特記仕様書」および「マンホール蓋特記高さ調整仕様書」に準拠すること。

    蓋受枠と斜壁をアンカーで緊結し、微調整は高流動性無収縮早強モルタルを充填することで行う。

     できる写真を全箇所提出すること。

     交通量の多い道路はT-25を使用すること。この他の車道部はT-14とし、歩道はT-8を使用する。

      下水道設計標準図（管路施設の部）を参照すること。

インバート

図面番号 ７



（既設管がHP又はHPの更生済管の場合）

既設HP

既設管渠

流水方向

割込マンホール設置工標準図

（既設管がK1又はK3の場合）

3
00

3
00

3
00100

30
0

3
00

3
00100

既設HP 既設HP

既設管渠

既設HP

既設管渠 既設管渠

（接合タイプB,Cを使用する）

（下水道設計標準図P21,36）

流水方向

パテ仕上げと切断面コーティング

エポキシ樹脂系による

(止水性・耐薬品性対策) 既設HP

更生管

5cm程度

割込マンホール

管口防護コンクリート

管口防護コンクリート

(18-8-20)

※ マンホールの管口について

  ・既設HPは、マンホール内に5cm程度突き出した形状にして下さい。

  ・既設HPが管更生されていたら管切断時に管口まわりと更生材を

    シーリング材により補修して下さい。

(18-8-20)

緊結プレート

緊結プレート

注1) 防護コンクリートを所定の寸法で施工したことが分かる写真を

　　 提出すること。

　2) パテ仕上げ・切断面コーティングを施工した場合は、使用材料が

　　 分かる写真を提出すること。

砂付短管 砂付短管

図面番号 ８



くら型マンホ－ル継手詳細図（塩ビ管）管口防護コンクリ－ト工詳細図

平 面 図

縦 断 面 図

敷モルタル
（１：２）

横 断 面 図

(18-8-20)

シールリング詳細図

シールリング
平面図

円形管の場合

マンホール継手

副管用90°支管

接着受口カラ－

プレーンエンド直管

90°曲管

番線

Ａ－Ａ断面図

マンホール副管取付工

接着受口カラー

（下水道設計標準図 P36） ※ 落差が0.6m以上となる場合

マンホール接続工標準図

可とう性ゴムジョイント継手詳細図

（下水道設計標準図 P36）

（下水道設計標準図 P75）

敷モルタル
（1：2）

外部バンド

仕上げモルタル 砂巻き

リング

外部バンド

内部バンド

モルタル

特殊接合剤

特殊接着剤

特殊接合剤

くら型マンホール継手

副管分岐用

注1) コンクリートは生コンクリート18-8-20を使用する事。

   2) (  ) 内値は、副管径φ250,φ300使用時の寸法を表す。

(18-8-20)

(18-8-20)

(18-8-20)

注1) バンドの締付トルクが確認できる写真を提出すること。

   2) リブ付管 (K13) を使用する際は、専用カラーを併用すること。

（下水道設計標準図 P34）

図面番号 ９



本管が円形管の場合

小型汚水ます設置及び取付管布設工標準図

浅埋用支管

取付管用支管の取付位置

浅埋用支管

1.0m以上を確保

1.0m以上を確保

本管

本管

本管

本管

削孔位置

削孔位置

硬質塩化ビニル管用90°支管

又は90°自在支管

特殊接着剤 焼きなまし番線
（エスロンタイト等）

取付管の削孔位置本管が鉄筋コンクリ－ト管(HP)の場合

Ａ部

Ａ部詳細図

特殊接合剤

（ドレンタイト等）

隙間なしに充填を行うこと

注１）鉄筋コンクリ－ト管に接続する場合は、

本管

硬質塩化ビニル管の配管と同様

（サドル型）90゜支管

特殊接合剤

※ ポートアイランド等の人工島での取付管は、

（下水道設計標準図 P45,P47）

鉄筋コンクリート管用Ｓ型

（ドレンタイト等）

      Ｓ型（サドル型）を標準とする。（下水道設計標準図 P45）

※ 60°支管は原則として使用しない。

（下水道設計標準図 P46）

マンホール接続を原則としています。

※　塩ビ製内ふたには空気抜穴を設けるものとする。

0.5m以内

設
置

深
さ

ゴム輪受口

汚水本管 φD90ﾟ支管 φD-150
ゴム輪受口曲管 φ150×θﾟ

神戸市型塩ビ製汚水ます

仮止めキャップ

再生砕石

VU150
1
5
0

5
0

2
00

φ224

　　　　　　（φ150用）

φ150桝用塩ビ製内ふた

官
民
境
界小型汚水ます用保護鉄蓋

（φ100，φ150）

（Ⅱ型，Ⅲ型）

（θ＝15，30，45，60）

※ 1.0m以上の離隔をとること。

マンホール

 塩ビ製汚水桝の設置深さの最大値は1.2ｍ。
超える場合はマンホールを設置すること。

片受直管 φ150

破損防止帯設置

 注1) 本管の削孔にはホルソーを使用し、削孔完了後の写真を提出すること。
　2) 特殊接着剤塗布後と番線締付け後の写真を提出すること。　

　　　　 種　　別　　　　　　　最大深さ　 流出側管径　　車道対応

塩ビ製汚水ます　　　　　　　　　 1.2m　　　150㎜　　　　　 ○

小口径塩ビマンホール（K-9）　　　2.0m　　　200・250㎜　　  ×

図面番号 １０



取付管撤去、閉塞工標準図

撤
去

撤去

100以
上

本管 コンクリート防護工

コンクリート防護工

100以
上

既設ヒューム管を廃止する場合

既設ヒューム管を塩ビ管に入替する場合

Ｙ字管

100以
上

10
0以

上

100以
上

100以
上10

0以
上

10
0以

上

撤
去

既設HP管撤去

既設HP管撤去

(18-8-20)

(18-8-20)

仮止キャップ

塩
ビ
管
布
設

（本管）

Ｙ字管

（本管）

特殊接合剤

(ドレンタイト等)

鉄筋コンクリート管及び　　
陶管用受け差し兼用媒介接手　　

既設HP管撤去

Ｙ字管仮止キャップ

特殊接合剤
(ドレンタイト等) 仮止キャップ

特殊接合剤
(ドレンタイト等)

※ 既設ヒューム管が，更生済みの場合は

　　更生材切断部をシーリング材により

　　補修して下さい。

※　既設のY字管は閉塞して下さい。

※ 原則、既設取付管が更生済みの場合は、そのまま使用すること。

注1) 閉塞施工状況が分かる写真を提出すること。

 　2) 撤去延長が分かる写真を提出すること。

図面番号 １１


